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第 ６ 節 地球環境の保全への行動と積極的貢献
　地球環境問題＊１は人類共通の最重要課題
の一つとなっており、県民の日常生活や事
業活動に伴う資源やエネルギーの消費に深
くかかわっていることから、県民や事業者
等による積極的な行動が求められるととも
に、地方公共団体による地域の実情に応じ
た施策の展開が期待されています。
　本県は、日本のほぼ中央に位置し、古く

から環日本海諸国と交流してきた歴史があ
り、また、産業の集積や交通網の整備が進
んでおり、このような条件を活かして、環
日本海諸国との様々な交流や国際協力に取
り組んできています。今後とも、「世界に開
かれ貢献する富山」の実現を目指し、環日
本海地域の環境の保全と創造に積極的に貢
献することにしています。

１　地球環境保全行動計画の推進

敢　地球環境保全行動計画の推進
　　地球環境問題は、県民の日常生活や事
業活動における資源やエネルギーの消費
と密接な関係があり、「地球規模で考え、
足元から行動する」という考え方に立っ
て、社会を構成するあらゆる主体が各々
の役割に応じて自主的に環境保全に資す
るよう行動する必要があります。このた
め、１０年３月に策定した地球環境保全行
動計画（以下「地球にやさしいとやまプ
ラン」という。）等に基づき、環境に配慮
したライフスタイルの形成や事業活動の
展開を促す各種施策を推進しているほか、

「とやま地球環境ポータルサイト」＊２に
よる地球環境保全に関する情報提供を充
実させました。

　　地球にやさしいとやまプランの概要は、
表１‐６０のとおりです。

柑　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、地球環境保全行動
計画の推進について、「地球にやさしい行
動の実践」を目標としています。

　　具体的には、地球環境保全のための行
動を推進することとしています。

県　民……環境にやさしいライフスタイルの形成
事業者……環境にやさしい事業活動の展開
行　政……環境にやさしい地域づくりの推進

県 民 、事 業 者 、
行 政 の 役 割

・省エネルギ－及びエネルギ－の有効利用
・省資源やリサイクルの推進
・環境に配慮した自動車の利用と交通対策
・フロン等の対策
・自然環境の保全と緑の創出
・身近な水環境や海洋環境の保全
・環境に配慮した企業活動
・調査研究等の推進
・国際協力の推進

具 体 的 な 行 動

・普及・啓発と地域の環境保全活動の推進
・県民や事業者の行動の支援、誘導
・行政の率先実行
・県民、事業者、県、市町村、各種団体等の協力体制の整備
・計画の点検と見直し

行動計画の推進

　表１‐６０　地球にやさしいとやまプランの概要

＊１地球環境問題　…　地球全体又はその広範な範囲の環境に影響を及ぼす問題で、具体的には地球温暖化、オゾン層
の破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少、有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染、酸性雨、砂漠化、森林（特に
熱帯雨林）の減少等が挙げられます。
＊２「とやま地球環境ポータルサイト」…http://www.pref.toyama.jp/sections/１７０５/earth/
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策が必要です。

柑　地球温暖化対策の推進
　ア　地球温暖化対策推進計画の推進
　　　地球温暖化対策を地域レベルで計画
的かつ体系的に推進するため、１６年３
月に地球温暖化対策推進計画（以下「と
やま温暖化ストップ計画」という。）を
策定しました。この計画では、温室効
果ガス排出量の削減目標や削減対策、
県民、事業者及び行政が取り組むべき
具体的な行動指針を明らかにしており、
この計画に基づき、県民、事業者及び
行政が連携協力して、各種対策に取り
組んでいます。

　　　また、県民総ぐるみで実効性のある
地球温暖化対策を推進し、脱温暖化社
会を実現するため、知事を本部長とし
た、全庁的に対策を推進する「地球温
暖化対策推進本部」と、学識経験者、
県民団体、経済界及び行政からなる「地
球温暖化対策県民会議」において、企
業の地球温暖化対策を促進する制度な
どを中心に、とやま温暖化ストップ計
画の目標達成に向けた施策を総合的に
検討しました。

　　　とやま温暖化ストップ計画の概要は、
表１‐６１のとおりです。

　イ　地球温暖化対策のための取組み
　　　地球温暖化を防止するため、とやま
温暖化ストップ計画等に基づき、温室
効果ガス排出量の増加が著しい民生家
庭部門及び民生業務部門を中心に以下
の対策を推進しました。

　　ア　地球温暖化対策に関する普及啓発
を図るため、富山県地球温暖化防止
活動推進センターである財とやま環
境財団と連携し、地球温暖化防止県
民大会を２１年１２月に開催するととも

２　地球温暖化対策の推進

＊温室効果ガス　…　太陽からの熱を地球に封じ込め、地表の温度を上昇させる働きのあるガスで、１７年２月に発効し
た気候変動枠組条約京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、
パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）及び六ふっ化硫黄の６種類を対象として定めています。このうち、地球温暖化へ
の直接的な寄与は、二酸化炭素が最も大きくなっています。

敢　地球温暖化の状況
　　地球温暖化は、地表から放射された熱
を吸収し、再び地表に放射して温度を上
昇させる効果をもつ二酸化炭素（CO２）
等の温室効果ガス＊が、近年の人間活動の
拡大に伴って大量に排出されることによ
り起こるといわれています。地球温暖化
により、海面水位の上昇、異常気象の頻
発化、健康、生態系、食糧生産への悪影
響が懸念されています。
　　県内の温室効果ガス排出量（二酸化炭
素換算）は、図１‐４３のとおり、２年度の
１２，６０５千ｔ‐CO２/年と比べて、１９年度
は１５，４５３千ｔ‐CO２/年と２２．６％増加し
ていました。部門別の排出量では、産業
部門（４４．６％）、民生家庭部門（１７．１％）、民
生業務部門（１７．０％）、運輸部門（１４．４％）
の順となっており、ライフスタイルの変
化やオフィスの延床面積の増加等のほか、
原子力発電所の利用率低下に伴って火力
が利用されたため、発電時の二酸化炭素
排出量（電力の二酸化炭素排出係数）が
これまでの約１．５倍に増大したことも影
響し、民生家庭部門及び民生業務部門を
中心に増加しました。また、主な温室効
果ガスである二酸化炭素の１９年度の排出
量は１４，８７２千ｔ‐CO２であり、これは全
国の約１．１％に相当し、県民一人当たりで
は１３．５ｔ‐CO２でした。
　　一方、本県は、森林が多く緑が豊かな
ことから、植物により相当量の二酸化炭
素が吸収されていると見込まれています。
　　しかしながら、二酸化炭素は、人間活
動のあらゆる場面において排出されてお
り、その削減に当たっては、現代の大量
生産、大量消費、大量廃棄の社会経済シ
ステムの変革に向けた取組みが必要です。
　　また、その他の温室効果ガスであるメ
タン、一酸化二窒素、代替フロンについ
ても、それぞれの排出実態を踏まえた対



１０８

　図１‐４３　県内における温室効果ガスの部門別排出量の推移

２０１０年度の温室効果ガス排出量を１９９０年度の排出量から６％削減計 画 の 目 標
京都議定書で定められた以下の６物質
　①二酸化炭素（CO２） ④ハイドロフルオロカーボン（HFC）
　②メタン（CH４） ⑤パーフルオロカーボン（PFC）
　③一酸化二窒素（N２O） ⑥六ふっ化硫黄（SF６）

対 象 物 質

県内全域対 象 地 域
①排出削減対策
産業部門、民生（家庭）部門、民生（業務）部門、運輸部門、廃棄物部門
及び農業部門における対策、エネルギー対策

②吸収源対策
　森林整備、都市緑化、木材資源の利用
③普及啓発等
　普及啓発、調査研究、率先実行、国際協力

計画の推進施策

　温室効果ガスは、県民の日常生活や事業活動などのあらゆる場面において
排出されていることから、県民、事業者及び行政の行動指針を示しています。
※具体的な行動指針については、表１‐６２のとおり

主体別の具体的
な 行 動 指 針

　県民、事業者及び行政が連携協力しながら、それぞれの立場において対策
に取り組むこととします。　国は段階的に必要な対策を実施していくことか
ら、国の対策を十分に勘案するとともに、県内の温室効果ガス排出状況等を
評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。

計画の推進体制
及び進行管理

　表１‐６１　とやま温暖化ストップ計画の概要

増加率（％）
１９年度２年度

区分
割合（％）排出量（千ｔ－CO２）割合（％）排出量（千ｔ－CO２）

６８．６１７．１２，６３６１２．４１，５６４民 生 家 庭
７７．３１７．０２，６３０１１．８１，４８３民 生 業 務
７．５１４．４２，２３１１６．５２，０７５運 輸
８．８４４．６６，８９１５０．３６，３３６産 業
－７．１６．９１，０６６９．１１，１４７そ の 他
２２．６１００１５，４５３１００１２，６０５合 計

注１　四捨五入により、割合の合計は一致しない場合があります。
　２　その他：エネルギー転換部門、廃棄物部門、フロン類部門、水道供給部門（二酸化炭素）、農業部

門（メタン、一酸化二窒素）、笑気ガス（一酸化二窒素）
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に、県民の優れた取組みを「とやま
ストップ温暖化アクト賞」として表
彰（個人、団体、企業各２件）しま
した。

　　イ　地域において地球温暖化に関して
住民への普及啓発、調査、指導及び
助言等を行う地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援しました。

　　ウ　地域に根ざした地球温暖化対策を
推進するため、滑川市が設立した地
球温暖化対策地域協議会を支援しま
した。

　　エ　家庭における地球温暖化対策を推
進するため、１０歳の児童等が中心と
なって、１０項目の地球温暖化対策を
１０週間、家族とともに取り組む「と
やま環境チャレンジ１０事業」を全市
町村の６３校で実施しました。

　　オ　２０年４月１日から、全国で初めて、
スーパーマーケットやクリーニング
店でのレジ袋の無料配布取止めの取
組みが県内全域で展開され、マイバ

とやま環境チャレンジ１０

ッグ持参率は９４％（実施店舗におけ
る１年間の平均）に達しました。さ
らに、マイバッグの持参を県民生活
の中でごく当たり前のライフスタイ
ルとして定着させるため、「ノーレジ
袋県民大運動２００９」として、環境と
やま県民会議によるノーレジ袋率先
行動や、マイバッグポスター＆デザ
インコンテストの開催などを展開し
ました。また、他業種にも働きかけ

コ ラ ム

「太陽光発電の余剰電力買取制度がスタートしました」
　平成２１年１１月から太陽光発電の余剰電力買取制度がスタートし、太陽光発電で作ら
れた電気のうち、余った電気をこれまでの２倍程度の価格で電力会社が買い取ること
になりました。
　太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った電力を、１キ
ロワット時あたり４８円（※）で１０年間電力会社に売ることができるようになりました。
　この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化
に加えて、温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できるものと期待されます。

（※）開始当初は住宅用は４８円/kWh、非住宅用は２４円/kWh
　（各年度の買取価格は経済産業省の買取制度小委員会の審議を経て決定されます。）

（出典：資源エネルギー庁HP「買取制度ポータルサイト」）
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を行った結果、実施店舗数は４８社４３３
店舗まで拡大しました（２２年６月時
点）。さらに、本県の先端的な取組み
を全国に向けて発信し、レジ袋削減
の取組みの輪を広げるための「ノー
レジ袋推進全国フォーラムin 
TOYAMA」を環境省と協同で開催
しました。

　　カ　中小企業向けの環境マネジメント
システム「エコアクション２１」の普
及拡大を図るため、「エコアクション
２１自治体イニシャティブ・プログラ
ム」（多くの事業者が一斉に「エコア
クション２１」の認証取得を目指す事
業）を実施しました。また、中小企
業者の地球温暖化対策を推進するた
め、「とやま省エネ鑑定団」と連携し、
事業者のエネルギー使用の実態把握
や分析を行いました。

　　　　さらに、中小企業の環境保全施設
整備に対し、低利融資を実施しまし
た。

　　キ　過度のマイカー利用から、徒歩、
自転車、公共交通機関への利用転換
を図るため、交通事業者の協力も得
て、「県・市町村統一ノーマイカーウ
ィーク」の実施やパークアンドライ
ドの推進などの各種施策を推進しま
した。

　　　　また、県の率先行動として、２０年
１０月から職員によるマイカー通勤の
自粛にも取り組んでいます。

　　　　さらに、鉄軌道の設備整備やバス
路線の運行維持等を支援するなど、

公共交通の維持活性化・利用促進に
向けた取組みを推進しました。

　　　　このほか、インターネットや携帯
電話等により、乗継情報などの公共
交通情報をわかりやすく案内するシ
ステムを整備しました。（富山らくら
く交通ナビ事業）

　　　　また、公共交通機関が導入する交
通ICカード整備事業に対する支援
を行いました。（交通ICカードシス
テム導入支援事業）

　　ク　荷主企業奨励金制度による地元港
湾利用の促進に取り組み、物流にお
ける環境負荷の低減を図りました。

　　ケ　道路の主要な渋滞ポイントの解消
やバイパス、環状道路の整備など交
通円滑化対策を行いました。

　　　　また、運輸部門の温室効果ガス排
出量の削減を推進するため、「エコド
ライブ推進大運動」として「とやま
エコドライブ宣言」を幅広く募集す
るとともに、県内１７の自動車教習所
と連携したエコドライブ講習会やエ
コドライブコンテスト、実践者によ
る発表会を開催し、実効性のあるエ
コドライブを促進しました。さらに、
エコドライブ推進員を配置し、県内
事業者の取組状況を調査するととも
に、先駆的な取組事例を普及啓発し、
エコドライブの実践の輪を拡大しま
した。

　　　　また、事業者のアイドリングスト
ップ装置導入に対する助成（２４台）
などにより、県民・事業者のエコド

　表１‐６２　主体別の具体的な行動指針
①　ライフスタイルの見直し　　　　　②　省エネルギー機器等の導入
③　住宅の省エネルギー化等の推進　　④　公共交通機関の利用
⑤　エコドライブの推進　　　　　　　⑥　低公害車の導入　等

県 民

①　省エネルギー型事業活動の推進　　②　エコドライブの推進
③　低公害車の導入　　　　　　　　　④　廃棄物の減量化・リサイクルの推進
⑤　フロン回収の推進　　　　　　　　⑥　新エネルギーの利用　等

事 業 者

①　ライフスタイルの見直し　　　　　②　住宅の省エネルギー化等の推進
③　省エネルギー型事業活動の推進　　④　公共交通機関の利用
⑤　エコドライブの推進　　　　　　　⑥　低公害車の導入　等

行　 政
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ライブの実践を推進しました。
　　コ　県庁にシースルータイプの太陽光

発電システム（６００W）を備えた急速
充電設備を整備するとともに、市町
村による急速充電設備の整備（２基）
に助成しました。

　　サ　小水力発電
の可能性調査
の実施や新エ
ネルギーに関
する企業の技
術開発を支援
するとともに、
フォーラムを
開催する等、
新エネルギー
の普及啓発を

行いました。
　　　　また、住宅用太陽光発電システム

導入に対する補助（８８０件）を実施し
ました。

　　シ　民生部門を中心に、県民に対する
普及啓発活動を行うなど省資源・省
エネルギー運動を推進しました。

　　ス　二酸化炭素の吸収源になる森林の
整備・保全を推進しました。

　　セ　環境省が実施している、地球温暖
化防止のための普及啓発イベントで
あるCO２削減／ライトダウンキャ
ンペーン「夏至ライトダウン」及び

「七夕ライトダウン」への参加につ
いて、県民や事業者に協力を呼びか
け、県内２５２のライトアップ施設等で
一斉消灯が行われました。

　　ソ　公用車に電気自動車を率先導入
（３台）するとともに、低公害車・
小型車化（５０台）を推進しました。

　　タ　県庁舎、厚生センターでのLED
照明の導入、庁内LANサーバー等
の省エネ型への変更、中央病院での
ESCO事業提案の公募・選定、県民
公園太閤山ランドや県立学校（９校）
での太陽光発電システムの導入など、
省エネルギー推進・新エネルギー導
入を推進しました。

　　チ　市町村公共施設へのLED照明導
入等の省エネ改修を支援しました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、地球環境の保全の
ための対策の推進について、「地球環境を
保全するための富山の取組みの推進」を
目標としています。

　　具体的には、温室効果ガスの排出を削
減するとともに、二酸化炭素吸収源とし
ての森林の整備・保全と木材の循環利用
を進めることとしています。

　　環境基本計画に掲げる地球環境の保全
のための対策の推進に係る指標の達成状
況は、表１‐６３のとおりです。

電気自動車急速充電設備
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　表１‐６３　地球環境の保全のための対策の推進に係る指標の達成状況と主な取組みの効果

１　指標の達成状況

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

６％
削減２２２２．６％

増加１９％

京都議定書に定められた
温室効果ガス全体の富山
県全域からの排出量
（CO２換算）の対２年度
（注）削減率

温室効果ガスの排出
量の削減

注　一部の温室効果ガスについては７年度比

２　主な取組みの効果
効　　　　　果取組み

Ｈ２１年度末時点で県民１１６，４２８人が宣言。宣言者の取組み効果は、CO２
排出量約２万トンの削減に相当

【家庭部門の排出量（H２）の１．２％】

「とやまエコライ
フ・アクト１０宣言」
キャンペーン

CO２排出量を約９，４００トン削減
【民生家庭部門の排出量（H２）の０．６％】

ノーレジ袋県民大運
動の展開（再掲）

H２１年度末時点で県民９１，０４８人がエコドライブ宣言。宣言者の取組み効
果は、CO２排出量約２万６千トンの削減に相当

【運輸部門の排出量（H２）の１．３％】

エコドライブ推進大
運動の展開

県・市町村のLED照明、太陽光発電システムの導入等（地域グリーン
ニューディール基金事業）、小水力発電導入、住宅用太陽光発電システ
ム導入支援によりCO２排出量を約８，１００トン削減

【民生家庭・業務部門の排出量（H２）の０．２７％】

公共施設省エネ・グ
リーン化、小水力発
電の導入、住宅用太
陽光発電システム導
入支援等

Ｈ２１の間伐等森林整備（整備面積２，２６７ha）により、約２万トンのCO２
吸収量を確保 　　　　　　　　　　　 【県内排出量（H２）の０．１５％】

間伐等森林整備の推
進

１　指標の達成状況
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３　地球環境保全のためのその他対策の推進
敢　地球環境問題（地球温暖化を除く）の
状況
　　オゾン層の破壊は、日常生活や事業活
動により大気中に放出されたフロン類＊１

によって引き起こされます。オゾン層は
地球を取り巻く成層圏に存在し、有害な
紫外線から地球上の生物を守っており、
破壊が進んだ場合、皮膚がんの増加等が
懸念されています。フロン類の生産量及
び輸入量は、法令等により段階的に削減
されていますが、冷蔵庫等に充填されて
いる過去に生産されたフロン類の大気中
への放出を防止する必要があります。
　　酸性雨は、硫黄酸化物や窒素酸化物が
雲粒に取り込まれるため発生する酸性の
度合いが強い雨で、地域や国境を越えて
その影響が及ぶといわれています。県内
の雨水の酸性度については、６１年度以降、
pH＊２の年平均は４．５～５．１の範囲で推移
しています。
　　黄砂＊３は、我が国では主に３月から５
月にかけて西日本や日本海側で観測され
ることが多く、近年、回数が増加する傾
向にあります。黄砂は植物や交通機関等
に影響を及ぼすほか、呼吸器疾患等の健
康への影響の可能性が指摘されており、
その実態を解明する必要があります。

柑　地球環境の保全（地球温暖化を除く）
　ア　オゾン層の保護対策
　　　オゾン層を保護するためには、オゾ
ン層を破壊するフロン類の使用を削減
するとともに、大気中への放出を抑制
する必要があります。

　　　このため、「特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律」（以下「フロン回収・破壊法」
という。）に基づき、フロン類が使用さ

れている業務用冷凍空調機器の廃棄お
よび整備の際に、フロン回収を行う業
者の登録等を行うとともに、立入検査
を実施しました。

　　　また、９月のオゾン層保護対策推進
月間にあわせ、オゾン層保護とフロン
回収・破壊法の広報を実施するなど、
周知を図りました。

　　　２１年度末における第一種フロン類回
収業の登録者数は２１９となっています。
また、２０年度及び２１年度における業務
用冷凍空調機器からのフロン類の回収
状況は、表１‐６４のとおりです。

　イ　酸性雨対策
　　　酸性雨については、引き続き雨水や
森林地におけるモニタリングを実施し
ました。雨水（降雪を含む。）のpH等
についての調査結果は、次のとおりで
す。

　　ア　雨水
　　　・pH
　　　　　１週間降雨毎（自動採取法）の

測定値は、射水市では３．９～６．９（平
均４．７）、富山市では４．１～６．３（平
均４．８）と、全国の調査結果と同程
度であり、また、射水市での経年
変化については、例年と比べて大
きな変動はありませんでした。

　　　・イオン成分降下量
　　　　　調査結果は表１‐６５のとおりで

す。このうち主な項目について月
別の降下量の推移をみると、季節
風が吹き、大陸からの影響が強い
といわれている秋期から冬期及び
春期にかけて高い傾向がみられま
した。

　　　　　また、主な項目の経年変化につ

＊１フロン類　…　塩素、ふっ素、炭素及び水素を含む化合物で、太陽からの有害な紫外線を吸収するオゾン層破壊の
原因物質です。

＊２pH　…　水素イオン濃度指数のことで、７は中性、これより小さいものは酸性、大きいものはアルカリ性です。
なお、雨水は大気中の二酸化炭素を吸収し、大気が酸性物質に汚染されていなくても弱い酸性を示すため、一般
的にはpH５．６以下の場合を酸性雨といいます。

＊３黄砂　…　中国大陸の黄土地帯の砂が強風で吹き上げられ、偏西風にのって細かい砂が飛来する現象です。
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いては、例年に比べて大きな変動
はありませんでした。

　　イ　その他の関連調査
　　　　森林地４地点（富山市、魚津市、

南砺市、小矢部市）で、雨水のpH
を調査したところ、年平均値は４．６
～４．７の範囲であり、森林地以外の地
域とほぼ同程度でした。

　　ウ　黄砂対策
　　　　黄砂の実態を把握するため、立山

室堂、富山市のらいちょうバレース
キー場山頂付近に設置した立山黄
砂・酸性雨観測局及び射水市にある
環境科学センターの３地点で標高別
に黄砂濃度等について調査を行いま
した。

　　　　また、環境省が環境科学センター
に設置したライダーモニタリングシ
ステムにより、黄砂の鉛直分布等を
リアルタイムで観測するなど、県内
への黄砂の飛来状況の把握に努めま
した。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、地球環境の保全の
ための対策の推進について、「地球環境を

　表１‐６５　イオン成分降下量調査結果（２１年度）
Na＋K＋Mg２＋Ca２＋NH４＋H＋Cl－NO３－nss‐SO４２－SO４２－区　分

２６５７．１５７３９３９５３２９８４５６７９９射水市

３１１．８９．３１３１９４１３８２４３６４０富山市

（meq鍬釈鍬年）

注　nss‐SO４２－（nssとはnonseasaltの略）は、海洋に由来しない成分、すなわち陸上由来の硫酸イ
オン降下量を表します。

　表１‐６４　業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量（単位：㎏）

２１年度２０年度フロン類

３，５２９　１，６１７CFC

１９，３２５２３，９８０HCFC

４，３６９　３，９７５HFC

保全するための富山の取組みの推進」を
目標としています。

　　具体的には、フロン類の回収・処理を
推進するとともに、酸性雨や黄砂の調査
研究を進めることとしています。

ライダーモニタリングシステム
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４　環日本海地域の環境保全と国際環境協力

敢　環日本海地域の環境保全と国際環境協
力の状況
　　日本海は、沿岸諸国にとって様々な恩
恵をもたらす共有財産であり、その海洋
環境を保全するためには、沿岸の諸国、
地域が連携協力し、国際的な取組みを推
進していく必要があります。
　　また、環日本海地域では工業化の発展
や都市部への人口集中、漁業、海上交通
などの海域利用の拡大などが見込まれて
おり、閉鎖性海域である日本海の海洋環
境への深刻な影響が懸念されています。
　　このため、県では、９年４月に任意団
体として環日本海環境協力センターを設
立し、対岸地域の環境情報の収集や国際
会議の開催等の事業を実施しました。こ
れらの実績が評価され、１０年９月に政府
所管の公益法人として除環日本海環境協
力センター（NPEC＊）の設立が許可され、
環日本海地域の環境保全に関する交流推
進事業、調査研究事業等を実施してきて
います。

柑　環日本海地域の環境保全と国際環境協
力の推進
　　NPECと連携し、次の環境保全に関す
る交流推進、調査研究及び施策支援の各
事業を推進しました。
　・本県が１１年７月からコーディネート自
治体を務める「北東アジア地域自治体
連合第９回環境分科委員会」を２１年７
月に開催し、環日本海地域の各自治体
における環境の現状や課題等について
の情報交換や、自治体間での環境協力
事業についての検討を行いました。

　・中国遼寧省と大気環境に関する共同調
査研究を実施しました。また、遼寧省
へ職員を派遣するとともに、遼寧省職
員を技術研修員として受け入れるなど、

環境協力事業についての協議や環境の
状況等についての情報交換を行いまし
た。

　・環日本海地域の環境保全の基礎資料と
するとともに、地域住民の環境保全意
識の醸成を図ることを目的に、日本、
中国、韓国及びロシアの自治体や
NGOの参加を得て、海辺の漂着物調
査を引き続き実施しました。

　・１９年１２月に開催された「北東アジア環
境パートナーズフォーラムinとやま」
で取りまとめられた「北東アジア環境
パートナーシップとやま宣言」に基づ
き、北東アジアの産学官が連携協力し
て、「黄砂の視程調査」による広域的モ
ニタリングを５か国１０自治体（６８団体）
で実施しました。また、ロシア沿海地

技術研修員の研修交流

＊ＮＰＥＣ　…　除環日本海環境協力センターの英語表記Northwest Pacific Region Environmental 
Cooperation Centerの略称です。

自治体連合第９回環境分科委員会
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方で開催された国際フォーラムにも積
極的に参加し、海洋環境保全等に関す
る技術情報を共有しました。

　　　また、本フォーラムでは、沿海地方
政府からNPECのこれまでの海洋環
境保全に関する国際協力活動に対し、
感謝状が授与されました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環

境保全と国際環境協力について、「環境分
野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
することを目標としています。

　　具体的には、環日本海地域における環
境保全と国際協力を推進するとともに、
NOWPAP＊の推進を支援することとし
ています。

　　環境基本計画に掲げる環日本海地域の
環境保全と国際環境協力に係る指標の達
成状況は、表１‐６６のとおりです。

　表１‐６６　環日本海地域の環境保全と国際環境協力に係る指標の達成状況と主な取組みの効果

＊ＮＯＷＰＡＰ　…　北西太平洋地域海行動計画の英語表記Northwest Pacific Action Planの略称です。

１　指標の達成状況

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

４０２２７６２１人
環日本海地域との環境技
術研修を目的とした交流
人数

環境協力業務に携わ
る技術員の研修交流
人数

２　主な取組みの効果
効　　　　　果取組み

専門家の派遣、技術研修員の受入れ等により、７６人が国際交流
【目標人数の１９０％】

「とやま宣言」に基
づく黄砂の視程調査、
ロシアで開催された
国際フォーラムへの
参加等
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５　北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）の推進

敢　NOWPAPの実施状況
　　国連環境計画（UNEP＊１）は、閉鎖性
海域の環境保全がきわめて重要であるこ
とから、閉鎖性海域の沿岸国が海洋環境
の保全、海洋汚染緊急時への対応などに
ついて「地域海行動計画」を策定するこ
とを提唱しています。
　　NOWPAPは、日本海及び黄海を対象
とした地域海行動計画であり、日本、中
国、韓国及びロシアの４カ国により６年
に採択されました。
　　NOWPAPの活動方針は、年１回参加
国の代表者が出席して開催される政府間
会合において決定されており、１１年４月
に、北京で開催された第４回政府間会合
においては、NPECがNOWPAPの特
殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動
センター（CEARAC＊２）に指定され、

国際的な役割を担っていくことになりま
した。２１年９月にはCEARACの今後の
活動方針を議論するための調整、助言会
議（フォーカルポイント会議）が富山市
で開催され、２０１０～２０１１年の活動計画に
ついて議論が行われました。

＊１ＵＮＥＰ　…　国連環境計画の英語表記United Nations Environment Programmeの略称です。
＊２ＣＥＡＲＡＣ　…　特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センターの英語表記Special Monitoring and 
Coastal Environmental Assessment Regional Activity Centreの略称です。

＊３ＲＣＵ　…　地域調整部の英語表記Regional Coordinating Unitの略称です。
＊４ＨＡＢ　…　有害藻類の異常繁殖（Harmful Algal Blooms）の略称です。
＊５リモートセンシング　…　人工衛星や航空機等に搭載されたセンサーによって、電波や光等の電磁波の状況を測定
し、地表や海面等の状態を広範囲にわたって直接触れることなく調査する方法です。

海洋生物多様性ワークショップの開催

コ ラ ム

「「環日本海生物多様性フォーラム」を開催しました」
　県と財環日本海環境協力センター（NPEC）では、生物多様性条約第１０回締約国会
議（COP１０）に参加する国内外の専門家や研究者、県民の皆さんにご参加いただき、
平成２２年１０月１６日に「環日本海生物多様性フォーラム」を開催しました。
　本フォーラムでは、国連環境計画（UNEP）から世界の海洋生物多様性を巡る状況
について基調講演があったほか、北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）から北西
太平洋海域（日本海・黄海）の生物多様性に対する脅威や沿岸各国の取り組みについ

て、富山大学の張勁教授からは日本海の海洋環
境に関する研究成果の発表がありました。富山
県からもNPECが現在取り組んでいる生物多
様性を指標とした海洋環境の評価手法や、富山
湾における取り組みについて発表しました。ま
た、パネルディスカッションでは、地球規模、
地域、地方の連携の重要性について議論が行わ
れました。
　本フォーラムの成果は、１０月１９日に名古屋で
開催されたCOP１０サイドイベントにおいて国
内外に向け発信しました。環日本海生物多様性フォーラム
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　　一方、NOWPAPの活動の連絡調整等
を担う地域調整部（RCU＊３）については、
１２年１２月に東京で開催された第６回政府
間会合において、富山市と韓国の釜山市
に共同設置することが合意され、１６年１１
月１日にRCU富山事務所が開所しまし
た。
　　また、２１年９月には、富山市において、
第１回北西太平洋地域における海洋生物
多様性に関するワークショップが開催さ
れ、バルト海における先進的事例の紹介
や日本、中国、韓国、ロシアにおける海
洋生物多様性に関する活動の現状や新た
な評価手法について議論が行われました。

柑　NOWPAPの推進
　　NOWPAPのCEARACとして指定
されたNPECと連携し、環境省の支援
のもとに、次のNOWPAP推進事業を実
施しました。
　・赤潮を含む有害藻類の異常繁殖やリモ
ートセンシングを用いた特殊モニタリ
ング技術についての情報交換や今後の
活動の進め方等について助言を得るた
め、調査検討委員会を開催しました。

　・日本海の富栄養化状況を評価するため
の手法の開発にあたって、富山湾をモ
デル海域として調査研究を行う「富山
湾プロジェクト」を実施しました。

　・NOWPAP地域における赤潮の発生
情報を広く共有するために、ケースス
タディを実施し、共通共有フォーマッ
トを作成し、ＨＡＢ統合ウェブサイト
から情報発信しました。リモートセン
シングのデータを広く活用してもらう
ための教育資材開発を行いました。

　・環境科学センターに設置された「環日
本海環境ウォッチシステム」により、
衛星から受信した海洋環境データを解
析し、NOWPAP関係国を含む国内外
に発信しました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環
境保全と国際環境協力について、「環境分

野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
するため、NOWPAPの推進を支援する
こととしています。
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野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
するため、日本海学の推進等を通じて、
環日本海地域における環境保全と国際協
力を推進することとしています。

６　日本海学の推進
敢　日本海学の概要
　　環日本海地域は、２１世紀に大きく発展
する可能性を有している一方で、急激な
近代化・工業化や人口の集中により、国
境を越えた環境破壊、生態系の崩壊が懸
念されています。
　　こうしたなか、県では、環日本海地域の
２１世紀における持続的発展を可能とする
ためには、環日本海地域が抱える問題を
トータルに据え直し、今後のあり方を探
っていくことが重要であるとの認識のも
と、「日本海学」の確立を提唱しています。
　　日本海学は、日本海及び環日本海地域
の過去・現在・未来にわたる人間と自然
のかかわり、地域間の人間と人間のかか
わりについて、総合学として学際的に調
査研究するものです。①環日本海自然環
境、②環日本海交流、③環日本海文化、
④環日本海の危機と共生、という４つの
研究対象分野で構成されており、「循環」、
「共生」、「海」の３つの視点より調査研
究が進められています。
　　日本海学の取組みは、環日本海地域の
様々な危機を回避し、持続的な発展に向
けた環境との共生をめざすものであり、
県では、２１世紀の諸問題への提言を環日
本海地域から世界に発信することをめざ
し、日本海学を推進していくことにして
います。

柑　日本海学の推進
　　２１年度は、２０年度に発行した「自然と
経済から見つめる北東アジアの環境」を
テキストとして、富山大学にて総合科目
特殊講義「日本海学」を実施しました。
　　また、日本海学推進機構との共催で、
「海とさかなと私たち～先人と世界に学
び未来へつなぐ」をテーマとした日本海
学シンポジウムを開催しました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環
境保全と国際環境協力について、「環境分

環日本海諸国図（通称：逆さ地図）
この地図は、富山県作成の地図（平６総使第７６号）の一部をもと
に作成したものです。
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第 ７ 節 環境の保全及び創造に向けたみんなの行動
　健やかに暮らせる良好な環境、環境にや
さしい循環型・脱温暖化社会、そして自然
と共生したうるおいのある環境などを実現
するためには、行政のみならず、県民、事
業者が適切な役割分担のもと、自主的かつ
積極的に環境にやさしい行動に取り組むこ
とが必要です。そのためには、環境への理
解を深め、環境を保全する意識の高揚を図
るとともに、県民や事業者の活動を支援す

る仕組みを構築することが重要です。
　県では、環境の保全及び創造に向け、み
んなが環境にやさしい行動をする社会の実
現をめざして取り組んでいます。
　また、県は、事業者や消費者としての側
面を持っており、県民、事業者、市町村の
自主的な行動を促すためのモデルとなるよ
う、環境に配慮した事業活動の率先実行に
努めています。

１　環境保全活動へのみんなの参加

敢　環境保全活動の状況
　　環境にやさしい生活（エコライフ）を
推進するため、「環境とやま県民会議」が
設立され、レジ袋の削減など県民総ぐる
みでの取組みが進んでいます。
　　また、県民、事業者、行政が一体とな

って、地域に根ざした環境保全活動を推
進するための拠点として設立された「財
団法人とやま環境財団」では、環境意識
の高揚や環境保全に関する知識の普及、
環境保全活動の支援等を目的として、表
１‐６７のとおり、各種事業を行っています。

・県民・企業・市町村との環境ネットワークの推進
・県土美化推進県民会議の運営やごみゼロ推進県民大会の開催によ
る県民運動の促進

・環境とやま県民会議の運営やエコライフ・アクト大会の開催によ
る県民総ぐるみ運動の推進　など

協働推進事業

・地域リーダー、環境NPO向け研修会の開催
・「環境関係法規の手引き」の発行
・環境保全推進団体の活動費助成　など

環境保全活動支援事業

・こどもエコクラブの育成
・とやま環境チャレンジ１０の実施
・「環境に関する出前講座」の実施
・ナチュラリストによる自然解説等の実施　など

環境教育推進事業

・環境保全相談員による相談
・県民に対するアンケート調査の実施　など相談・調査事業

・機関紙・ホームページ・メールマガジンによる地域の活動情報の
発信

・とやま環境フェア２００９の開催　など
普及・啓発事業

・地球温暖化防止活動推進員の活動支援、研修会の開催
・地球温暖化防止活動推進アドバイザーの設置
・ウィンターエコチャレンジ事業や一村一品・知恵の環づくり事業
の実施

・地球温暖化防止県民大会の開催　など

地球温暖化防止活動推進
センター事業

・エコアクション２１の認証・登録
・エコアクション２１制度の普及啓発
・エコアクション２１自治体イニシャティブ・プログラム実施　など

エコアクション２１地域事
務局事業

・住宅用太陽光発電システム導入に対する補助住宅用太陽光発電システ
ム導入促進事業

　表１‐６７　財とやま環境財団の主要事業の概要（２１年度）
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　　一方、事業者においては、経営管理の
一環として、ISO１４００１やエコアクション
２１等の環境マネジメントシステムを導入
する等環境保全への自主的取組みが進み
つつあります。
　　このほか、特定工場においては、公害
防止組織の整備に関する法律に基づき、
公害防止統括者、公害防止主任管理者、
公害防止管理者を選任し、公害防止体制
の整備を図ることになっており、２１年度
末現在で公害防止統括者２２９人、公害防止
主任管理者１６人、公害防止管理者３９９人が
選任されています。
　　また、環境保全活動に関心のある県民
が情報を交換し、活動の推進やレベルの
向上を図るため、環境保全活動を各地域
で普及し推進する環境保全活動推進員を
中心として「環境ネットワークとやま」
が設立され、交流が図られています。
　　さらに、県公共交通利用促進協議会が、
県民にマイカー自粛を呼びかける「ノー
マイカー県民運動」では、交通事業者の
協力も得て、「県・市町村統一ノーマイカ
ーウィーク」が実施されました。
　　このほかにも、県内には、環境保全活
動に取り組む個人、団体（NPO）が多く
あり、環境の美化・整備、環境の調査、
動植物の愛護・保全、県民への普及啓発

など、多様な取組みが行われています。

柑　環境保全活動の推進
　ア　エコライフの推進
　　　日常生活の中でごみや二酸化炭素を
極力出さない取組み「エコライフ」を
促進するため、県民団体や事業者団体、
報道機関、行政など１１７団体の参加のも
と、１９年６月に「環境とやま県民会議」
を設立し、各活動主体の連携協力によ
り、レジ袋の削減など県民総ぐるみで
のエコライフを推進しました。また、
国の「チーム・マイナス６％」の６つ
の取組みに、県オリジナルの４つの取
組みを加えた１０のアクションを県民に
呼びかける「とやまエコライフ・アク
ト１０宣言」を募集し、２１年度末までに
１１万人を超える県民が宣言するなど全
国トップクラスの取組みとして展開し
ています。（宣言者数Ｈ２１未人口比：県
１０．６％、全国２．７％）。さらに、環境月
間である６月に「エコライフ・アクト
大会」を開催し、楽しみながらエコラ
イフの実践に取り組む意識を啓発する
とともに、県内１０市において「エコラ
イフ・イベント」を実施したほか、ス
ポーツイベント等において飲料用リユ
ース容器をモデル導入し、併せて環境

とやまエコライフ・アクト１０宣言
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に関するパネル展示を行う「気軽にエ
コライフ・アクト」事業を実施しまし
た。

　　　このほか、エコライフ・イベントな
どにおいてエコドライブの普及を図る
とともに、「とやまエコドライブ宣言」
の宣言者数が目標の７万人に到達した
ことから、環境フェアにおいて「エコ
ドライブ推進セレモニー」を開催しま
した。さらに、県民に宣言の呼びかけ
を行うとともに、新たにエコドライブ
統一シンボルマークを作成し、エコド
ライブの実践の「見える化」を推進し
ました。

　イ　財とやま環境財団への支援等
　　　環境保全活動への参加を一層推進す
るため、除とやま環境財団を中心に県
民等の活動の支援やネットワークづく
りが進められており、県でも同財団の
活動の充実に向けて支援に努めている
ところです。

　　　６月の環境月間には、財とやま環境
財団と協力してポスターの募集や展示、
エコライフ・アクト大会の開催等を行
ったほか、地域に根ざした環境保全活
動に県民、事業者、行政が一体となっ
て取り組むため、財とやま環境財団が
事務局となって推進する「環境とやま
県民会議」の運営のほか、環境情報の
収集や提供、環境教育の推進、新聞や
ラジオ等による普及啓発の各種事業に
対して支援を行いました。

　　　また、県民、事業者等に対して環境
保全活動の普及を図るため、除とやま
環境財団内に設置した環境保全相談室
において、ボランティア団体等の活動
支援及び環境保全に関する情報提供や
相談業務を実施しました。

　　　このほか、財とやま環境財団では環
境保全活動推進団体等の活動や普及啓
発事業に対し助成するとともに、ナチ
ュラリストを派遣するナチュラリスト
バンク事業等を実施しました。

　ウ　事業者への支援等
　　　事業者においても、環境の保全と創
造に向けた自主的な取組みが実施され
ており、県では、中小企業が整備する
公害防止施設、廃棄物の資源化・再生
利用施設、低公害車の購入など様々な
取組みに対し低利融資を実施するなど、
こうした取組みの支援に努めています。

　　ア　事業活動に伴う環境への負荷の低
減を促進するため、環境マネジメン
トシステムの普及に努めました。

　　イ　幅広い事業者の環境保全の取組み
を促進するため、除とやま環境財団
とともに、環境マネジメントシステ
ム（エコアクション２１）の認証・登
録制度の普及に努めました。

　　ウ　中小企業者の環境問題への適切な
対応を図るため、除富山県新世紀産
業機構において、専門家による相談
指導や情報提供を行いました。

　　エ　中小企業者における環境の保全及
び創造に資する施設の整備を促進す
るため、長期で低利な中小企業環境
施設整備資金を融資しました。この
制度は、中小企業者が設置する公害
防止施設、廃棄物の資源化・再生利
用施設、地下水の保全施設、山岳地
トイレの整備、低公害車の購入等に
要する資金を融資するものであり、
２１年度の融資状況は、表１‐６８のと
おりです。

　　梢オ 　畜産環境保全に係る施設導入に対
し、補助を行うとともに、リース事
業の積極的活用についても指導を行
いました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境保全活動への
みんなの参加について、「環境の保全と創
造に向けたみんなの自主的かつ積極的な
行動」を目標としています。

　　具体的には、県民や事業者と協働して
環境の保全と創造を推進することとして
います。



１２３

第
７
第
７
節節

環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
向
け
た
み
ん
な
の
行
動

　表１‐６８　公害防止施設等に対する融資制度の実績（２１年度）
金　額（千円）件　数種　　　　　　　類
７０，０００　４中小企業環境施設整備資金融資
　９，７００　１農業近代化資金
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敢　環境教育・学習の状況
　　環境問題についての認識を深め、環境
保全活動を実践するために重要な役割を
担う環境教育については、１８年３月に「環
境教育推進方針」を策定し、この指針に
基づいて各種の取組みを推進しています。
　　子どもたちの自主的な環境学習を推進
するため、７年６月から環境省の呼びか
けで「こどもエコクラブ」事業が各地で
進められています。県内では２１年度末で、
４６クラブ、２，６９１名の会員が登録されてお
り（全国では約３，６６２クラブ、１７９，４１３名）、
その活動の普及、支援を行っています。
　　また、各種バスの運行や環境科学セン
ターにおいて「施設見学会」や「夏休み
子供科学研究室」等を開催するなど環境
教育の充実に努めています。

柑　環境教育・学習の推進
　ア　環境教育推進方針の推進
　　　「環境教育推進方針」に基づき、地
域で実施できる環境教育プログラム集
の普及を図るとともに、小学生とその
保護者を対象に、温暖化対策やごみの
減量化、水環境の保全などを地域の環
境施設等の見学や体験学習を通じて学
ぶ「とやまエコキッズ探検隊」を実施
しました。

　イ　バス教室等による教育・学習
　　　森林に対する関心を高めるための有
峰森林文化村コースや、立山黒部アル

２　環境問題の理解と対応のための教育・学習
ペンルート沿線に侵入してきている外
来植物を除去することにより自然環境
保全の重要性を学ぶ外来植物除去コー
スなどの県政バス教室を実施しました。

　ウ　学校等における教育・学習
　　・子どもたちによる自主的な取組みを

推進するため、こどもエコクラブの
登録を行うとともに、その活動を支
援しました。

　　・幼稚園や保育園に通っている幼児と
その保護者を対象に、紙芝居やクイ
ズなどを通して楽しくエコライフの
大切さを学ぶ「はじめてのエコライ
フ教室」を県内全市町村に拡大して
開催しました。

　　・県民の環境意識の高揚や環境保全に
関する知識の普及を図るため、財と
やま環境財団と連携して、希望する
学校、地域団体、企業などに講師を
派遣する「出前講座」（３５件）を実施
しました。また、環境に関する話題
について、住民等と意見交換を行う
「出前県庁（しごと談義）」を実施し
ました。

　　・環境科学センターの研究員が高校に
出向き、地球温暖化ついて授業を行
いました。

　　・総合教育センターの研究主事が指導
者となり、希望する小学校の教員を
対象として、環境保全に積極的に取
り組む児童を育てるため、「地域や学

とやまエコキッズ探検隊

はじめてのエコライフ教室
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校周辺の自然観察」や「水生生物の
調べ方」等、身近な自然環境を調べ
る方法や総合的な学習の時間と関連
する実験や観察についての研修を行
いました。

　　・文部科学省、環境省、独立行政法人
教員研修センター等が主催する環境
教育に関する研修会に教員を派遣し、
環境教育・環境学習の在り方につい
ての研究協議や全国的な情報交換等
を通して、指導者の養成に努めまし
た。

　　・愛鳥思想の普及啓発のため、バード
ウォッチングの開催や、野鳥を中心
とした自然教室を開催しました。

　　・ジュニアナチュラリストが、関心を
持って活動を続けられるよう、自然
観察会への参加やナチュラリストに
よる自然解説活動の体験の機会を提
供し、活動を支援しました。

　　・森林・林業に対する関心を高めるた
め、フォレストリーダーによる「森
の寺子屋」を開催しました。

　　・子どもたちの農業・農村体験学習を
実施し、都市農山漁村交流を図り、
自然環境に対する理解を深めました。
また、身近な農業用水での生き物調
べを通じて、子どもたちの農業・農
村への理解と環境保全への関心を深
めました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境問題の理解と
対応のための教育・学習について、「環境
の保全と創造に向けた行動の定着」を目
標としています。

　　具体的には、県民の自主的な環境教育
を促進するとともに、多様な環境教育・
学習を推進することとしています。

コ ラ ム

「ジュニアエココンテストを開催しました」
○事業概要
　県では、県内の中学生及び高校生が、環境に関する調査や環境保全技術等の実験等
を行うことにより、環境に関する実践的な知識・技術レベルの向上や環境学習意欲の
高揚を図ることを目的として、中学・高校の科学部等が環境に関する研究を行う際に
必要な機材、試薬等の購入に要する費用を助成するとともに、アドバイザーを派遣す
る等してその研究を支援しました。
　コンテストには、中学校２校（２部）、高校６校（７部）の計８校（９部）の参加が
ありました。
○受賞団体と研究テーマ
　最優秀賞　高岡市立戸出中学校理科部「環境にやさしいエネルギーづくり」
　　優秀賞　富山県立富山中部高校生物部「メダカと環境」
　　優秀賞　富山県立富山高校自然科学部「身近なゴミを利用した土壌細菌によるバ

イオエタノール生成」

とやま環境フェア２０１０での表彰式 研究成果の発表
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柑　環境保全率先行動の推進
　ア　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画の推進

　　　新県庁エコプランに基づき、用紙類
の使用抑制、再使用に努めるとともに、
節電、節水を励行するなど、県の事業
活動に伴う温室効果ガスの排出抑制の
ための取組みを推進しました。

　　　また、新県庁エコプランの目標達成
のためには、排出量に占める割合の大
きい出先機関等の取組みを強化するこ
とが不可欠であることから、出先機関
等において環境マネジメントシステム
の手法を導入することにより、取組み
の一層の推進を図りました。

　イ　グリーン購入の推進
　　　特定調達品目については毎年見直し
を行っており、２１年度は、１９分野２３８品
目に拡大し、環境負荷の低減に配慮し
た物品等の調達に努めました。また、
県の認定リサイクル製品についても、
優先的な調達に努めています。

　ウ　県有施設等の省エネ・グリーン化の
推進

　　　公用車に電気自動車を率先導入（３
台）するとともに、低公害車・小型車
化（５０台）を推進しました。

　　　県庁舎、厚生センターでのLED照
明の導入、庁内LANサーバー等の省
エネ型への変更、中央病院でのESCO
事業提案の公募・選定、県民公園太閤
山ランドや県立学校（９校）での太陽
光発電システムの導入など、省エネル
ギー推進・新エネルギー導入を図りま
した。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、事業者としての県
の環境保全率先行動について、「事業者、
消費者として環境保全に取り組む県」を
目標としています。

３　事業者としての県の環境保全率先行動

敢　県の環境保全率先行動の状況
　ア　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画（新県庁エコプラン）の推進

　　　県では自らの事業活動に伴い排出さ
れる温室効果ガスの削減に取り組むた
め、１４年３月に「地球温暖化防止のた
めの富山県庁行動計画」（以下「新県庁
エコプラン」という。）を、１９年３月に
は第２期計画を策定しました。

　　　新県庁エコプランの概要は、表１‐７０
のとおりであり、２１年度における取組
みの実施状況は表１‐７１のとおりです。

　イ　環境に配慮した物品の調達（グリー
ン購入）の推進

　　　環境物品等（環境に配慮した製品や
役務）を積極的に調達することは、環
境物品等の市場形成や開発促進に寄与
し、環境負荷の少ない持続可能な社会
を構築する上で大きな意義があること
から、１２年５月に制定された「国等に
よる環境物品等の調達の推進に関する
法律」を踏まえ、１３年４月に「グリー
ン購入調達方針」を策定しました。

　　　県では、この方針に基づき、特定調
達品目（重点的に環境物品等の調達を
推進する品目）及びその判断の基準等
を定め、環境物品等の積極的な調達に
努めています。

　　　県の２１年度のグリーン購入の実績は、
表１‐７２のとおりです。

環境物品の例（リサイクル製品）
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２１年度実績２０年度
実　績

１９年度
実　 績

１７年度
実　 績
（基準）

区　　　　　　　　分
増減率（対１７年度）

－１２．９％４７，１２９４７，６８３４９，７２０５４，０９０ＣＯ２総排出量（電気＋庁舎燃料等＋公用車燃料等）（ｔ－ＣＯ２）

６６，９２９６７，３１３６８，９６２６８，４４４電気使用量（千kWh）電
気 －２．２％２５，２９９２５，４４４２６，０６８２５，８７２CO２排出量換算（ｔ）

３，６５７３，８８０４，０３０４，７９４重油使用量（ｋℓ）

庁
舎
燃
料

１，９８９１，９５４２，２５８２，６１０灯油使用量（ｋℓ）

９８３９６６１，０８４１，８１７都市ガス使用量（千㎥）

８４７９７８７７LPガス使用量（千㎥）

－２６．５％１７，２８３１７，７４０１９，１２９２３，５０７ＣＯ２排出量換算（ｔ）

１，５２９１，５３０１，４９６１，４７５ガソリン使用量（ｋℓ）公
用
車
燃
料

３８１３６２４０１４９２軽油使用量（ｋℓ）

－３．５％４，５４７４，４９８４，５２３４，７１１ＣＯ２排出量換算（ｔ）

－１７．６％１，３０２１，２９５１，２９０１，５８０水（上水道、地下水）使用量（千㎥）水

－１．５％１３０，８６７１３０，６８９１３０，０３９１３２，８６８紙（コピー紙）購入量（千枚）紙

－２４．７％１，６３７１，８１８１，７８４２，１７３廃棄物の廃棄処分量（ｔ）廃
棄
物 ６５５７０５７５０７３３リサイクル量（ｔ）

　表１‐７１　新県庁エコプランの実施状況

１９～２２年度までの４年間計 画 期 間
県が自ら管理運営するすべての機関対 象 機 関
①温室効果ガスの排出に係る削減目標
県の事務事業に伴う二酸化炭素の排出量を２２年度までに１７年度比で５％
削減

②項目ごとの削減目安
・電気使用量　　　　　　　　　　　５％削減
・庁舎燃料使用量　　　　　　　　　５％削減
・公用車燃料使用量　　　　　　　　５％削減
・水（上水道、地下水）使用量　　　５％削減
・紙（コピー用紙）購入量　　　　　５％削減
・廃棄物の廃棄処分量　　　　　　　５％削減

削 減 目 標

・照明や事務機器等の適正な使用
・冷暖房等の効率化
・公用車の使用抑制、環境に配慮した運転
・節水、水の有効利用
・用紙類の使用削減、再使用
・グリーン購入の推進
・省資源・省エネルギーに配慮した施設の整備

具体的な行動例

　表１‐７０　新県庁エコプラン第２期計画の概要

注　四捨五入のため、各欄の合計は必ずしも一致しません。



１２８

　　具体的には、県は、事業者、消費者と
して、環境保全行動を率先して実施する
こととしています。

グリーン購入率分　　　野
９７．８紙 類
９７．９文 具 類
９６．４Ｏ Ａ 機 器
９５．４照 明
９７．９オ フ ィ ス 家 具 等
１００．０　移 動 電 話
９８．３家 電 製 品
９８．６エアーコンディショナー
９３．２温 水 器 等
９７．８自 動 車 等
９８．９消 火 器
９０．７制 服 ・ 作 業 服
９３．４インテリア・寝装寝具
５９．１作 業 用 手 袋
５９．７そ の 他 繊 維 製 品
１００．０　設 備
９９．９防 災 備 蓄 品
９６．８役 務 （ 印 刷 ）
９６．２役務（印刷を除く）
９６．５合　 　 計

　表１‐７２　県のグリーン購入の実績（２１年度）（単位：％）

注　グリーン購入率（％）＝（判断の基準を満たす物品等の購入金
額）／（各分野の特定調達品目の購入金額合計）×１００

　　環境基本計画に掲げる事業者としての
県の環境保全率先行動に係る指標の達成
状況は、表１‐７３のとおりです。
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　表１‐７３　事業者としての県の環境保全率先行動に係る指標の達成状況と主な取組みの効果
１　指標の達成状況

２　主な取組みの効果
効　　　　　果取組み

照明の適正な使用、空調等の使用の効率化、公共交通機関の利用促進等
により、県庁の温室効果ガス排出量を１２．９％削減（対H１７）

新県庁エコプランの
推進

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

５％
削減２２１２．９％

削減２１％対１７年度比削減率
県の全ての機関の事
務事業に伴う二酸化
炭素排出量の削減

５％
削減２２

　２．２％
削減

２１％対１７年度比削減率

電気使用量

２６．５％
削減庁舎燃料使用量

　３．５％
削減公用車燃料使用量

１７．６％
削減水使用量

　１．５％
削減紙購入量

２４．７％
削減廃棄物の廃棄処分量

注　指標の目標等については新県庁エコプランと同じです。

コ ラ ム

「県有施設等の省エネ・グリーン化」
　県の地球温暖化対策の率先行動として、CO２及び光熱費の削減効果が見込まれる省
エネ改修や省エネ設備等導入、新エネルギーの導入を推進しています。２２年度からは、
すべての県有施設（２３０施設）を対象とした省エネ診断を開始しており、今後、診断結
果を踏まえた効果的、効率的な省エネ改修を計画的に進めていくことにしています。
○省エネ改修、省エネ設備の導入等（２１年度）
　・本庁舎等にLED照明を導入
　・庁内LANｻーﾊ゙ 等ーを省エネ型に更新
　・中央病院でのESCO事業提案の公募・選定
　・公用車の低公害車化・小型車化（５０台）、電気自
動車の導入（３台）

○新エネルギーの導入（２１年度）
　・太閤山ランド水上太陽光発電システム導入
 　　　　　　　　　　　　　　　 （発電出力：１５kW）
　・県立学校等への太陽光発電システムの導入
 　　　　　　　　　　 （９校、発電出力計：１５０kW）
　・シースルー型ソーラーパネルを備えた急速充電ス
テーションの整備

電気自動車の導入

太陽光発電システムの導入
（県立氷見高等学校）



１３０

第 ８ 節 総合的視点で取り組む環境の保全と創造
　総合的視点で環境の保全と創造に取り組
み、今日の複雑化した環境問題に的確に対
応するため、公害防止計画を引き続き推進

するとともに、環境影響評価条例等に基づ
き、事業の実施による環境の悪化の未然防
止に努めます。

１　環境問題の解決に向けた公害防止計画

敢　公害防止計画の状況
　　県は、富山・高岡地域について、４９年
度以来６回にわたり公害防止計画を策定
し、各種の公害防止施策を推進してきた
ところであり、全般的には環境の改善が
図られてきています。しかしながら、本
地域においては、自動車交通公害、富山
湾海域の水質汚濁、神通川流域の農用地
土壌汚染など改善すべき課題が残されて
おり、また、加えて富岩運河等のダイオ
キシン類汚染が判明したことから、環境
大臣の指示により第７次富山・高岡地域
公害防止計画を策定し、１７年３月に環境
大臣の同意を得ました。さらに、２０年後
には、環境の現況等をふまえた見直しを
行い、計画期間を２年延長しています。
　　この計画では、１６～２０年度までの５か
年において、富山市（旧富山市及び婦中
町の区域）、高岡市（旧高岡市の区域）及
び射水市（旧新湊市の区域）を対象地域と
して、公害の解決を図るため必要な施策
を掲げており、関係機関が連携して総合
的な取組みを推進することとしています。

柑　公害防止計画の推進
　　県では、公害防止計画に基づき、これ
まで道路交通公害対策や富山湾海域の水
質汚濁対策、神通川流域の農用地土壌汚
染対策、廃棄物・リサイクル対策等を関係
機関と連携して推進してきたところです。
　　今後も、第７次富山・高岡地域公害防
止計画に基づき、関係機関が連携して自
動車交通公害対策や富山湾海域の水質汚
濁対策、神通川流域の農用地土壌汚染対
策、富岩運河等のダイオキシン類対策に
取り組み、公害の解決を図ります。
　　また、毎年度、計画の進捗状況を点検
し、公害防止計画に掲げる施策の確実な

推進を図ります。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境問題の解決に
向けた公害防止計画について、「総合的計
画的な取組みによる公害の解決」を目標
としています。

　　具体的には、公害防止計画に基づく各
種の公害防止施策を推進することとして
います。
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２　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進
敢　環境影響評価等の状況
　　県では、大規模な開発行為による環境
への負荷の低減を図ることを目的として、
１１年６月に環境影響評価条例を策定しま
した。この条例では、一定規模以上の道
路整備やダム建設等を実施する場合、事
業者が事前に事業計画を開示し、環境へ
の影響を把握するための調査や影響の予
測、評価の方法について、県民や関係市
町村長等の意見を求めるとともに、環境
影響評価その他の手続きを経て、環境へ
の負荷を低減するために必要な措置を講
ずることが定められています。この条例
の対象事業は、表１‐７４のとおりです。
　　また、県では、この条例の対象となら
ない事業についても、公害防止条例や土
地対策要綱の手続きを通じて環境への影
響を事前に審査しており、大規模な開発
行為による環境への影響の低減を図って
います。
　　公害防止条例では、工場等の新増設に
当たって、事前に事業者と公害防止対策
等について協議を行い、計画段階から公
害の未然防止を指導しています。また、
必要に応じて事業者と地元市町村等との
公害防止協定の締結を指導しています。
　　土地対策要綱では、一定規模以上の土
地の開発に当たって、事前に事業者に届
出することを求めており、環境影響評価
に準じた調査等を指導し、自然環境や生
活環境の保全等を図ることとしています。

柑　環境影響評価等の推進
　　環境影響評価条例に基づく環境影響評
価では、初の条例適用事業となる高岡地
区広域圏事務組合のごみ処理施設整備事
業の手続きが完了しました。
　　事業者は、環境への影響を把握するた
めの調査方法や予測・評価手法を示した
「環境影響評価方法書」や方法書に基づ
き実施された調査結果や予測・評価結果、
環境保全措置の検討結果をまとめた「環
境影響評価準備書」を作成し、各段階で

県等に提出するとともに、公告・縦覧を
通じて意見を募集しました。県では住民
意見等も踏まえ、環境保全の見地から知
事意見を述べており、事業者は、意見を
踏まえて作成した「環境影響評価書」を
公告・縦覧しました。

　　環境影響評価条例に基づく環境影響評
価その他の手続きの流れは、図１‐４６のと
おりです。

　　このほか、公害防止条例や土地対策要
綱の手続きを通じて、環境影響評価条例
の対象事業にならない開発事業について
も、環境への影響を事前に審査し、大規
模な開発による環境への影響の未然防止
に努めました。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、事業実施に当たっ
ての環境への影響評価の推進について、
「環境影響評価制度の実施による計画段
階からの環境配慮の推進」を目標として
います。

　　具体的には、計画段階からの事業者の
適切な環境配慮を促すこととしています。
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　表１‐７４　環境影響評価条例の対象事業

対 象 事 業 の 規 模事　　業　　の　　種　　類 自然環境特別配慮地域の特例

Ｂ地域Ａ地域

４車線以上・長さ５㎞以上２車線以上・長さ２㎞以上４車線以上・長さ７．５㎞以上一般道路など ※
１　道　路

幅員６．５ｍ以上・長さ１０㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ２㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ１５㎞以上林道 ※

貯水面積５０ha 以上貯水面積１ha 以上貯水面積７５ha 以上ダム ※

２　河　川 湛水面積５０ha 以上湛水面積１ha 以上湛水面積７５ha 以上堰 ※

土地改変面積５０ha 以上土地改変面積　１ha 以上土地改変面積７５ha 以上放水路、湖沼開発 ※

長さ５㎞以上すべて
（５㎞未満の仮設を除く。）

長さ７．５㎞以上普通鉄道・軌道 ※３　鉄道・軌
道 ――――特殊鉄道・索道など

すべて滑走路長１，８７５m 以上４　飛行場 ※

出力１．５万kW 以上出力２．２５万kW 以上水力発電所 ※

５　電気工作
物

出力７．５万kW 以上出力１１．２５万kW 以上火力発電所 ※

出力５，０００kW 以上出力７，５００kW 以上地熱発電所 ※

――電圧１７万Ｖ以上・長さ１㎞以上――送電線路

――面積２５ha以上廃棄物最終処分場 ※
６　廃棄物処
理施設 ――処理能力１５０ｔ / 日以上廃棄物焼却施設

――処理能力１５０k 狩 / 日以上し尿処理施設

計画処理人口１万人以上計画処理人口１０万人以上７　下水道終末処理場

――牛５００頭以上　豚５，０００頭以上８　畜産施設

合計燃料使用量８k 狩  / 時以上合計燃料使用量１２．５k 狩 / 時以上

９　工場・事業場（製造業等）
排出水量５，０００逢 / 日以上排出水量１万逢/日以上

地下水合計採水量４，０００逢 / 日以上地下水合計採水量８，０００逢/日以上

敷地面積２０ha 以上敷地面積１ha 以上敷地面積７５ha以上

――面積４０ha以上１０　埋立て、干拓 ※

――面積７５ha以上

１１　土地区画整理事業 ※

１２　新住宅市街地開発事業 ※

１３　新都市基盤整備事業 ※

１４　流通業務団地造成事業 ※

１５　工業団地造成事業

１６　住宅団地造成事業

――面積５０ha以上
１７　ゴルフ場・スキー場造成事業

１８　岩石等採取

――（［事業の実施規模］／［対象事業
の要件下限値］）の総和が１以上

複合開発事業
（１１から１８までの事業）１９　その他

面積２０ha 以上面積１ha 以上――土地の形状変更など

注１　対象となる事業の詳細は、富山県環境影響評価条例施行規則を参照。
　２　「自然環境特別配慮地域」とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などの区域を指

します。
　　　また、自然環境特別配慮地域のうち、「Ａ地域」とは特別地域などに指定された区域、「Ｂ地域」とは普通

地域などに指定された区域を指します。
　３　※の事業は、規模によっては環境影響評価法の対象となります。
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　図１‐４４　環境影響評価条例に基づく手続き
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敢　調査研究等の状況
　　環境のモニタリングは、環境保全目標
の達成状況や大気、水質等様々な環境質
の現況の解析や将来予測のために、また、
環境影響評価の基礎資料等として不可欠
です。
　　また、地球温暖化をはじめとした地球
環境問題の解決、循環型社会の構築、生
物多様性の確保、長期的な環境リスクの
評価等の分野において知見の集積等を進
めるための調査研究の推進が求められて
います。
　　さらに、県の試験研究機関では、地域
の環境保全に密着した取組みの推進が求
められています。
　　このため、県では、環境科学センター
において、大気汚染、水質汚濁、地下水
障害等の状況について定期的な監視を行
うとともに、地球温暖化に関する研究、
新たな水質環境指標に関する研究、循環
型社会の構築に関する研究などの調査研
究を行っています。また、他の試験研究
機関等でも、自然環境や工業、農林水産
業等の分野において、環境に関する調査
研究を行っています。
　　このほか、環境基本計画の推進や複雑・
多様化する環境問題に対応するため、地
域の環境情報や環境に関する情報を総合
的かつ体系的に収集管理し、多角的な検
討やシミュレーションを行う環境情報管
理システムを運用しています。

柑　調査研究等の推進
　　近年の環境問題の広がりに対応するた
め、今後とも環境のモニタリングを実施
していくとともに、地域の環境保全や地
球環境問題、廃棄物の循環的利用等に関
する調査研究を充実していく必要があり
ます。また、県の研究機関相互の連携や
国や大学などの機関との連携を図るなど、
体制を充実していくことも不可欠です。

　　２１年度に実施した調査研究等の概要は
次のとおりです。

　ア　環境科学センター
　　　地球温暖化、循環型社会構築、水質
環境保全等に関する次の調査研究を行
いました。

　　・富山県における地球温暖化の影響等
に関する調査研究

　　・東アジア地域からの大気降下物に関
する研究

　　・海洋環境評価のためのバイオモニタ
リング法の確立に関する研究

　　・富山湾をフィールドとした新たな水
質環境指標に関する研究

　　・富山県における循環型社会構築に関
する研究

　　・冬期間における地下水位の変動に関
する研究

東アジア地域からの大気降下物に関する研究
（立山室堂における黄砂のサンプリング）

３　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進

富山湾をフィールドとした新たな水質環境指標
に関する研究（富山湾における採水）
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　イ　衛生研究所
　　　イタイイタイ病の予防に関する研究
のほか、化学物質の汚染の評価や衛生
動物の分布に関する次の調査を行いま
した。

　　・環境汚染物質と生体影響に関する調
査研究

　　・食品中の残留農薬及びその他の有害
物質に関する調査研究

　　・衛生動物の生態分布に関する調査研
究

　ウ　工業技術センター
　　　リサイクル技術や環境にやさしいも
のづくりに関する次の調査研究を行い
ました。

　　・太陽光利用大容量ポリマー電池シス
テム開発事業

　　・電気化学的手法によるバイオ燃料生
産微生物探索システムの開発

　　・環境適合材料を用いたボトル容器の
開発

　　・複合化によるFRPのリサイクル技
術に関する研究

　　・発光細菌を用いた環境モニタリング
に関する研究

　エ　農林水産総合技術センター農業研究
所

　　　神通川流域等のカドミウム汚染田の
うち、公害防除特別土地改良事業によ
り復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行いました。

　オ　農林水産総合技術センター畜産研究
所

　　　環境の保全を図るため、家畜ふん尿
の堆肥化過程や畜舎周囲における簡易
脱臭技術に関する試験を行いました。

　カ　農林水産総合技術センター森林研究
所

　　　酸性雨等による森林影響の基礎資料
を得るため、酸性雨等森林影響予測に

関する調査を行いました。

　キ　農林水産総合技術センター木材研究
所

　　　持続的生産が可能な木質バイオマス
の有効利用に関する次の調査研究を行
いました。

　　・プラスチックを代替する木質素材の
成型技術の開発

　　・農林廃棄物等を利用した熱可塑性樹
脂の開発

　ク　農林水産総合技術センター水産研究
所

　　　富山湾における赤潮の発生状況を調
査するとともに、漁場環境の把握等に
関する次の調査を行いました。

　　・漁場環境状況に関する調査
　　・富山湾の底生生物調査

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境の保全及び創
造を支える調査研究等の推進について、
「問題解決のための調査研究・技術開発
の推進」を目標としています。

　　具体的には、関係者の連携により調査
研究を推進するとともに、調査研究等の
成果の県民等への普及活用を図ることと
しています。
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４　環境コミュニケーションの推進

＊環境コミュニケーション　…　県民、事業者及び行政の間の相互理解と連携協力体制を確立するため、行政が環境に
関する情報等を一方的に提供するだけでなく、県民や事業者との意見交換等を行うことをいいます。

敢　環境コミュニケーションの状況
　　環境の保全と創造に関する各種の取組
みを進めるためには、県民、事業者及び
行政の連携体制を確立することが不可欠
であり、相互に意見交換を行う環境コミ
ュニケーション＊が重要になります。
　　県では、機会をとらえて、県民や事業
者との対話の機会を設定し意見交換を行
うとともに、県民等への積極的な情報提
供に努めています。

柑　環境コミュニケーションの推進
　　県では、県民や事業者との対話を進め
るため、財とやま環境財団と連携して、
希望する学校、地域団体、企業などに講
師を派遣する「出前講座」を実施してい
ます。また、環境に関する話題について、
住民等と意見交換を行う「出前県庁（し
ごと談義）」を実施しています。さらに、
各種計画の策定等に当たっては、県民等
の意識に関するアンケート調査を実施す
るとともに、施策に関する意見を募集す
るなど、県民等のニーズを把握し、施策
に反映するよう努めています。
　　また、PRTRや環境影響評価等の制度
により、県民と事業者の対話を推進して
います。
　　このほか、環境に関する各種パンフレ
ット等の配布やインターネットを活用し
た各種データの公表等により、県民等に
対してわかりやすく迅速な情報の提供に
努めています。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境コミュニケー
ションについて、「正確でわかりやすい環
境情報の提供」を目標としています。
　　具体的には、ホームページ等での環境
情報の提供を充実するとともに、情報公
開や県民公聴など県民等との環境コミュ

ニケーションを推進することとしていま
す。



１３７

第
８
第
８
節節

総
合
的
視
点
で
取
り
組
む
環
境
の
保
全
と
創
造

５　県民参加による新たな環境保全の仕組みづくり
敢　環境保全の仕組みづくりにおける県民
参加の状況
　　近年の環境問題は、都市化の進展やラ
イフスタイルの変化を背景としたものに
変化してきており、その解決に向けては
県民等の自主的な取組みが重要になりま
す。
　　県では、環境保全の仕組みづくりにお
いて、県民等の意見（パブリックコメン
ト）を募集するなど、県民参加の開かれ
た行政を推進し、県民等とのパートナー
シップのもと環境の保全と創造に取り組
んでいます。

柑　県民参加による新たな環境保全の仕組
みづくりの推進
　　県では、各種計画の策定や改定にあた
っては、パブリックコメントを募集し、
県民等の意見を施策に反映させています。
　　また、各種計画に掲げる施策の着実な
推進を図るため、県民が参加した推進組
織を設置しており、取組みの状況や施策
の推進方策等について協議を行うなど、
県民参加による環境保全を推進していま
す。
　　さらに、県民団体や事業者団体、報道
機関、行政などで構成する「環境とやま
県民会議」（１９年６月設立）において、あ
らゆる活動主体が連携協力してエコライ
フを推進しています。

桓　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、県民参加による新
たな環境保全の仕組みづくりについて、
「県民総意による環境保全推進の仕組み
づくり」を目標としています。
　　具体的には、環境とやま県民会議等に
おいて、県民の参加のもと、新たな環境
保全の取組みを推進することとしていま
す。




